
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜概要版＞竜王町新型インフルエンザ等対策行動計画（平成２７年３月策定） 

＜背景＞ 

平成２５年４月、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が施行さ

れ、同法第８条に基づき、「竜王町新型インフルエンザ等対策行動計画」

を策定しました。 

＜目的＞ 

○感染拡大を可能な限り抑制し、町民の生命および健康を保護します。 

○町民生活に及ぼす影響を最小限に抑えます。 

＜対策の効果＞ 

 

 

＜対策の留意点＞ 

○基本的人権の尊重 

○危機管理としての特別措置法の性格 

○関係機関相互の連携協力の確保 

○対策についての記録の作成・保存 

＜行動計画における主な対策（発生段階別）＞ 

 未発生期 海外発生期 県内未発生期 県内発生早期 県内感染期 小康期 

国・県の動き 
 政府対策本部および県

対策本部設置 

 緊急事態宣言終了 

実施体制 

・体制の整備および関

係機関との連携強化 

・必要時、対策会議の

実施 

・必要時、対策会議の

実施 

・県に準じて任意の竜

王町新型インフルエン

ザ等対策本部の準備 

・竜王町新型インフルエンザ等対策本部（任意）の設置 

・緊急事態宣言が発出された場合 

 →竜王町新型インフルエンザ等対策本部を設置 

・緊急事態解除宣言

により竜王町新型

インフルエンザ等

対策本部の廃止 

情報収集 
・国や県等からの様々な情報の収集 ・国や県等からの様々な情報の収集 ・国や県等からの情

報の収集 

情報提供・共有 

・町民等への感染対策

の普及 

・コールセンター等の

体制整備 

・町民等への情報提供、

注意喚起 

・コールセンター等の

設置 

・町民等への情報提供、

注意喚起 

・コールセンター等の

充実、強化 

・町民等への情報提供 

・コールセンター等の

充実、強化 

・町民等への情報提供 

・コールセンター等の

継続 

・第一波の終息およ

び第二波について

の情報提供 

・コールセンター等

の体制の縮小 

予防・まん延防止 

・個人における感染対

策の普及 

・特定接種・住民接種

の実施体制整備 

・特定接種の実施 

・住民接種の実施準備 

・住民接種の実施体制

の構築準備 

・住民接種の実施 

・基本的な感染対策等

の勧奨 

・事業所や公共交通機

関等への感染予防策の

実施要請 

・必要に応じ外出およ

び施設の使用制限 

・新臨時接種の実施 

・基本的な感染対策等

の勧奨の継続 

・事業所や公共交通機

関等への感染予防策

の実施要請の継続 

・必要に応じ外出およ

び施設の使用制限 

・第二波に備えた住

民接種の継続 

医療 

・地域医療体制の整備 ・医療機関等への情報

提供 

・搬送体制確保への協

力 

・医療機関等への情報提供の継続 

・搬送体制確保への協力の継続 

・在宅療養者への支援 

・医療機関等への情報

提供の継続 

・通常の医療体制へ

の変更 

町民生活の 

安定の確保 

・要配慮者等への支援

体制の整備 

・町民への生活必需品

等の適切な準備の周知 

・事業者への感染予防

策の準備および適切な

販売の周知 

・町民への適切な備蓄

の周知 

・事業者への感染予防

策の準備および適切な

販売要請 

・町民への適切な備蓄の周知 

・事業者への感染予防策の開始および適切な販

売要請 

・必要時、水や生活関連物資等の安定供給の確

保 

・必要時、町民への

適切な物資購入お

よび事業者への適

切な販売要請 

      

地域の 

役割 

※発生段階

のポイント 

町民 

・正しい情報を得る 

・基本的な感染予防対策（マスクの着用、手洗い、うがい、人混みを避け

る、咳エチケット等） 

・予防接種等の感染拡大防止対策 

・生活の維持に必要な場合を除く外出制限 

・第二波に備えた情

報収集 

 ・食料品、生活必需品等の適切な準備 

事業

者 

・職場等における基本

的な感染予防対策 

・従業員の健康管理の

徹底 

・食料品、生活関連物

資等の適切な販売 

・一部の事業を縮小 

・感染防止対策の準備 

・感染防止対策の開始および強化 ・事業の再開 

医療 

・院内感染対策 

・医療資器材の確保 

・診療継続計画の策定 

・診療体制の整備 ・診療体制の強化 

 

・通常の医療体制へ

の変更 

・地域医療連携体制整備への協力（予防接種等） 

 

緊急事態宣言 


